	業 務 委 託 契 約 書

●●（以下｢甲｣という）と●● （以下｢乙｣という）とは、本日、以下のとおり業務委託契約（以下｢本契約｣という。）を締結する。

第1条（目的）
１．甲は、本契約に定める条件に従い、甲乙間で定める業務（以下「本委託業務」という。）を乙に委託し、乙はこれを受託する。
２．本契約は、甲乙間における業務委託に関する基本事項を定めるものであり、本契約に基づいて甲乙間で締結する個別契約（以下、単に「個別契約」という。）に共通して適用される。但し、個別契約において本契約と異なる取り決めをした場合は、個別契約が優先する。

第2条（委託内容）
１．本契約における本委託業務とは、甲の行う日本国内における業務について、広告及びそれに付随する各種サポートを指す。ただし、乙は、甲の行う業務の運営については、直接関与しないものとする。
２．本委託業務の遂行方法は、別途甲乙間の協議により定める。

第3条（対価）
１．甲は乙に対し、本委託業務の対価として、１ヶ月あたり最低１万米ドルを支払う。毎月の具体的な金額については、甲乙が別途協議して決定するが、１ヶ月あたり１万米ドルを下回ることはない。
２．甲は乙に対し、前項の業務報酬の他、各種立替実費その他本委託業務遂行のため個別に発生する費用を支払う。

第4条（対価の支払方法）
甲は乙に対し、前条の対価および費用を、別途協議で定めた支払期日、支払期間等に従い、乙の指定する銀行口座への振り込みの方法、または乙が別途定めた方法によって支払う。但し、支払にかかる費用は甲の負担とする。

第5条（委託業務の遂行）
乙は、甲が定め提供するマニュアル、およびその他必要に応じて甲が提供する情報を尊重し、善良な管理者の注意をもって本委託業務を誠実に遂行する義務を負う。

第6条（契約内容の変更）
[bookmark: _Hlk122697735]１．甲は、事業内容等、乙が本委託業務を遂行するにあたり必要な事項につき変更が生じた場合は、直ちに乙に書面をもって通知し、その変更を申し出るものとする。
２．前項の内容変更は、乙が甲からの通知・申出を了承することによって効力を生ずる。

第7条（情報の収集）
１．甲は、本委託業務の遂行過程において、乙が、甲に関する情報を収集・保管することに同意する。
２．乙は、前項により収集・保管した甲に関する情報について、甲の要望に応じて開示するとともに、必要があれば訂正、削除を行う。

第8条（表明保証）
１．甲は、甲が日本国外で行っている業務及び今後日本国内で行う業務については、本契約締結時点で各種法令、規制等に違反しておらず、適法に遂行できるものであることを乙に対して表明し、保証する。
[bookmark: _Hlk122698056]２．前項に違反があり、乙に損害が生じた場合には、甲は、乙に生じた損害をすべて賠償する。また、前項の違反に関連して、乙が何らかの法的な対応を余儀なくされた場合には、当該法的対応はすべて甲の責任と費用負担の下に行う。
３．第１項にもかかわらず、本契約締結後に生じた法改正等により、甲が日本国外で行っている業務または日本国内で行う業務について、各種法令、規制等に違反する可能性が生じた場合には、甲は速やかに乙に書面をもって通知しなければならない。
４．前項に違反があり、乙に損害が生じた場合には、甲は、乙に生じた損害をすべて賠償する。また、前項の違反に関連して、乙が何らかの法的な対応を余儀なくされた場合には、当該法的対応はすべて甲の責任と費用負担の下に行う。

第9条（機密保持）
１．乙は、本委託業務により知り得た甲に関する秘密情報を、甲の事前の書面による承諾なく第三者に漏らしてはならない。
２．前項の「秘密情報」とは、甲が乙に対し、秘密である旨を書面で通知した情報を指すものとする。但し、次のものを除く。
１）乙が開示を受ける以前から公開されまたは周知となっていた情報。
２）乙が開示を受ける以前に、適法な手段で独自に入手していた情報。
３）乙が開示を受けた後、乙の責に帰すべき事情によらず周知となった情報。
４）乙が開示を受けた後、正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく
　  適法に入手した情報。
５）乙が開示を受けた後、当該秘密情報によらず独自に開発または取得した情報。
６）所轄官公庁または法令により開示を義務づけられた情報。
７）甲が第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。
３．乙は、その役員および従業員に対しても、第１項で乙に課されたのと同等の守秘義務を課すものとする。

第10条（再委託の禁止）
乙は、本委託業務の一部または全部を、甲の事前の承諾なく、第三者に再委託してはならない。

第11条（損害賠償）
本契約による業務に起因し、乙の責に帰すべき事由により甲に損害が発生した場合は、甲は乙に対し、月額業務報酬を上限として損害賠償を請求する権利を有する。但し、上記損害は積極損害に限り、消極損害を含まないものとする。


第12条（遅延損害金の請求）
甲が乙に対する支払を遅滞した場合は、甲は乙に対し、年14.6％の割合で計算した遅延損害金を支払う。

第13条（解除）	
１．甲または乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当したときは、なんらの催告を要せず、本契約または個別契約の一部または全部を解除することができ、当然に相手方は期限の利益を失う。
１）甲が金銭債務の履行を7日以上遅滞した場合。
２）甲が本契約の業務を法規または社会秩序に反する目的に利用したと乙が判断した場合。
３）甲が本契約の業務を乙の定める業務運用規則に反する目的に利用したと乙が判断した場合。
４）天災、暴動その他の不可抗力の事由により業務の継続が困難であると判断した場合。
５）本契約の継続により、甲と乙の営業に混同を生じ、またはその蓋然性があると判断した場合。
６）甲乙の信頼関係が著しく破壊されたものと判断した場合。 
７）甲が仮差押え、差押え、競売開始決定をされた場合。
８）甲が租税公課を滞納して保全差押えを受けた場合。
９）甲が手形または小切手の不渡りを発生させた場合。
10）甲が破産、特別清算、民事再生、会社更生の申立があった場合。
11）甲が第１号ないし前号に定めるほか、相手方が本契約各条項に違反した場合。
２．前項により本契約が解除された場合、甲は乙に対し、未経過分といえども、業務報酬等支払済みの金員の返還を請求することができない。
３．第１項の規定は、相手方に対する損害賠償請求を防げない。

第14条（契約期間）
１．本契約の有効期間は、本契約締結の日より●年間とする。但し、期間満了の１か月前までに、甲乙いずれからも書面による申し出がないときは、本契約は更に１年間延長するものとし、以後も同様とする。なお、期間満了により本契約が終了する場合であっても、本契約の有効期間中に成立した個別契約は、別段の合意がない限り、本契約の終了の有無にかかわらず、個別契約で定める期間中は有効に存続する。
２．甲または乙は、相手方に対して文書で通知することによって、本契約または個別契約を解約することができる。この場合、本契約または個別契約は、通知のあった日の属する月の3か月後の末日に終了する。
３．前項の解約が、甲の申出による場合は、甲は乙に対し、未経過分といえども、業務報酬等支払済みの金員の返還を請求することができない。

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]第15条（反社会的勢力の排除）
甲および乙は、自らおよび自らの再委託先が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団およびその関係団体等（以下「反社会的勢力」という）でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をなさないこと、また自らの主要な出資者または役職者が反社会的勢力の構成員でないことを保証する。なお、相手方が当該定めに違反したときは何ら催告することなく、本契約および個別契約の全部または一部を解除し、第11条（損害賠償）の規定に従い、損害の賠償を相手方に請求することができる。

第16条（準拠法）
本契約に関する全ての事項は、日本法に準拠し、同法に従って解釈し、執行される。

第17条	（専属的合意管轄）
本契約または個別契約より生じた全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。	

（特記事項）


以上、本契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各１通保管する。		


	●年●月●日	




甲：







乙：
　　　　　　　　　　　　　　　　　


